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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。），

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政令」という。），廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という｡）及び仙台

市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則（平成５年仙台市規則第30号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか，産業廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定め，もって生活環境の保全及

び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 処理 分別，保管，収集，運搬，再生又は処分をいう。 

 ⑵ 最終処分 埋立処分をいう。 

 ⑶ 中間処理 最終処分以外の処分をいう。 

 ⑷ 事業者 産業廃棄物を排出する事業者をいう。 

 ⑸ 収集運搬業者 法第14条第１項又は第14条の４第１項の許可を受けた者をいう。 

 ⑹ 中間処理業者 法第14条第６項又は第14条の４第６項の許可を受けた者のうち，産業廃棄物の中

間処理を業として行う者をいう。 

 ⑺ 最終処分業者 法第14条第６項又は第14条の４第６項の許可を受けた者のうち，産業廃棄物の最

終処分を業として行う者をいう。 

 ⑻ 処分業者 中間処理業者又は最終処分業者をいう。 

 ⑼ 処理業者 収集運搬業者又は処分業者をいう。 

 ⑽ 認定事業者 法第12条の７第１項の認定を受けた者をいう。 

 ⑾ 優良認定処分業者 政令第６条の11第２号又は第６条の14第２号の規定の適用を受ける処分業

者をいう。 

 ⑿ 紙マニフェスト 法第12条の３第１項の産業廃棄物管理票をいう。 

 ⒀ 電子マニフェスト  法第12条の５第１項及び第２項並びに省令第８条の32に規定する事項であ

って，電子情報処理組織（法第２条第６項に規定する電子情報処理組織をいう。）を使用し情報処

理センター（法第13条の２第１項に規定する情報処理センターをいう。）に登録又は報告されるも



のをいう。 

 ⒁ 積替え保管施設 産業廃棄物の積替え又は保管を行うための施設をいう。 

 ⒂ 中間処理施設 産業廃棄物の中間処理を行うための施設をいう。 

 ⒃ 最終処分場 産業廃棄物の埋立処分を行うための施設をいう。 

⒄ 産業廃棄物処理施設 政令第７条各号に掲げる施設をいう。 

⒅ 処理業用施設 積替え保管施設及び中間処理施設（前号に掲げるものを除く。）をいう。 

⒆ 設置等 産業廃棄物処理施設若しくは処理業用施設の設置又はそれらの施設に係る構造若しく

は規模の変更（運転方法又は処理品目の変更等を含む。）をいう。 

 ⒇ 地域住民等 設置等に際し説明会の実施の必要があると市長が認める範囲の者をいう。 

 

（事業者及び処理業者の責務） 

第３条 事業者及び処理業者は，法，政令，省令，規則その他の関係法令に定めるもののほか，この要

綱に定める事項を遵守し，産業廃棄物を適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は，産業廃棄物の発生を抑制するとともに，発生した産業廃棄物については，中間処理を行

い，減量化及び再生利用を図るよう努めなければならない。 

３ 事業者は，市内の事業場から排出される産業廃棄物については，県内で処分するよう努めなければ

ならない。 

４ 事業者は，県外の事業場から排出される産業廃棄物については，市内への搬入を行わないよう努め

なければならない。 

 

（市の責務） 

第４条 市は，産業廃棄物の適正処理を推進するため，事業者及び処理業者の指導及び監督を行うとと

もに，処理業者の団体の育成に努めるものとする。 

２ 市は，産業廃棄物の発生量，処理の状況等を定期的に調査し，産業廃棄物の適正処理並びに減量及

び再生利用の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市は，産業廃棄物の適正処理に資するため，産業廃棄物に関する情報の提供等広報活動に努めるも

のとする。 

４ 市は，産業廃棄物の広域移動に伴う諸問題の解決を図るため，関係する地方公共団体との連携の強

化に努めるものとする。 

 

第２章 事業者及び処理業者による産業廃棄物の処理 

（処理計画等） 

第５条 事業者（政令第６条の３又は第６条の７に規定する事業者を除く。以下この条において同じ。）

は，産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進を図るため，産業廃棄物の処理に関する計

画（以下「処理計画」という。）を定めなければならない。 

２ 事業者は，処理計画に基づいて産業廃棄物を適正かつ計画的に処理するため，その事業場ごとに産

業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし，法第12条第８項の産業廃棄物処理責任者又は

法第12条の２第８項の特別管理産業廃棄物管理責任者を置いている事業場については，この限りでな



い。 

３ 処理計画には，次に掲げる事項を定めなければならない。 

 ⑴ 産業廃棄物の種類，発生量の見込み及び処理の方法 

 ⑵ 産業廃棄物の減量及び再生利用の方策及び目標 

 ⑶ 産業廃棄物の保管場所及び保管方法 

 ⑷ 産業廃棄物管理責任者（産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置いている

事業者にあっては，これらの者）の氏名及び役職名 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項 

４ 市長は，産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進を図るため必要と認める場合には，

事業者に対し産業廃棄物処理計画書（様式第１号の１。以下「計画書」という。）を作成するよう指

示することができる。 

５ 前項の規定による指示を受けた事業者は，指示を受けた日から60日以内に，計画書を市長に提出し

なければならない。 

６ 事業者は，計画書の内容を変更したときは，速やかに変更後の計画書を市長に提出しなければなら

ない。 

７ 市長は，産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進を図るため，計画書を提出した事業

者に対し，必要な指導及び監督をするとともに，期限を定めて，当該計画書の変更を指示することが

できる。 

８ 計画書を提出した事業者（当該計画書を提出してから１年を経過しない者を除く。）は，毎年６月

30日までに，その年の３月31日以前の１年間の産業廃棄物の処理に関する産業廃棄物処理計画実施状

況報告書（様式第１号の２）を市長に提出しなければならない。ただし，市長が必要がないと認める

場合は，この限りでない。 

 

（保管方法） 

第６条 事業者は，その排出する産業廃棄物が運搬されるまでの間，省令第８条に規定する産業廃棄物

保管基準又は省令第８条の13に規定する特別管理産業廃棄物保管基準によるほか，処理の形態に応じ

処理が適正かつ容易に行えるよう分別してその産業廃棄物を保管しなければならない。 

 

（分析試験） 

第７条 政令別表第５の下欄に掲げる物質（以下「有害物質」という。）を使用し，又は排出している

事業場（工場を含む。）を有する事業者は, その使用又は排出に伴い発生する産業廃棄物について，

次に定めるところにより当該有害物質に係る分析試験（以下「分析試験」という。）を実施し，産業

廃棄物の性状を十分に把握しておかなければならない。この場合において，分析試験は，産業廃棄物

の処分方法に応じ，産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年環境庁告示第13号）に定める

ところにより行うものとする。 

 ⑴ 同質の産業廃棄物を反復継続して排出する場合には，年１回以上行うこと 

 ⑵ 製造若しくは加工の工程，使用原料又は排出の方法を変更した場合には，当該変更の都度行うこ

と 



 ⑶ 前２号に掲げる場合以外の場合にあっては，産業廃棄物を処理する前に行うこと 

２ 事業者は，分析試験を実施したときは，その試験成績書（計量証明事業者の交付する検査成績書（以

下「計量証明書」という。）を含む。）を５年間保存しなければならない。 

 

 

（委託処理） 

第８条 事業者は，その排出する産業廃棄物の処理を他人に委託するときは，政令第６条の２及び第６

条の６に規定する基準によるほか，次に定めるところにより委託しなければならない。 

 ⑴ 委託しようとする処理業者の産業廃棄物処理業の許可の事業の範囲を確認するとともに，当該処

理業者が設置している処理施設の現況について実地調査を行うなど，産業廃棄物が遅滞なく適正に

処分できる状態であることを確認すること 

 ⑵ 委託契約は，収集運搬業者及び処分業者のそれぞれと別個に締結し，委託契約書に当該委託に係

る処理業の許可証の写しを添付すること 

 ⑶ 第10条第１項の規定による中間処理又は同条第２項の規定による最終処分を委託しようとする

場合には，当該委託の相手方である収集運搬業者及び処分業者のそれぞれに，同条第３項の規定に

よる市内搬入処分届出書の提出をした旨を通知すること 

 ⑷ 委託した処理業者に対し，産業廃棄物の性状，処分方法，処分先及び取扱上注意すべき事項等を

明確に指示すること 

 ⑸ 分析試験を実施すべき産業廃棄物にあっては，当該分析試験に係る計量証明書の写しを処理業者

に交付すること 

 ⑹ 産業廃棄物を容器等に入れた状態で処理の委託をするときは，当該産業廃棄物を排出した事業者

の特定及び紙マニフェスト又は電子マニフェストの内容の確認が容易に行えるように，当該容器等

に次に掲げる事項を表示すること 

  イ 事業場の名称，所在地及び電話番号 

  ロ 産業廃棄物の種類及び主成分 

  ハ 委託年月日 

  ニ 取扱上注意すべき事項 

２ 事業者は，産業廃棄物の処理を委託したときは，処理業者から送付される紙マニフェスト又は電子

マニフェストにより当該産業廃棄物の処理が適正に行われたことを確認するとともに，必要に応じて

処分業者の現地調査を行い，処分の状況を把握しなければならない。 

 

 （帳簿等） 

第９条 事業者（政令第２条の４に定める特別管理産業廃棄物を排出する事業者又は政令第６条の４に

掲げる事業者を除く。次項において同じ。）は，帳簿を備え，産業廃棄物の処理について，省令第８

条の５第１項第２号の表に定める事項を記載しなければならない。ただし，産業廃棄物の処理を委託

した場合は，当該産業廃棄物の処理に係る委託契約書及び紙マニフェスト又は電子マニフェストの作

成をもってこれに替えることができる。 

２ 事業者は，前項の帳簿を１年ごとに閉鎖し，閉鎖後５年間事業場ごとに保存しなければならない｡ 



 

（県外の産業廃棄物に係る市内への搬入及び処分） 

第10条 事業者又は中間処理業者は，次の各号のいずれにも該当する場合に限り，産業廃棄物を県外か

ら市内に搬入し，１月に５トン以上の中間処理をすることができる。 

⑴ 当該産業廃棄物につき県外で中間処理をすることができない理由があること 

⑵ 当該中間処理が，産業廃棄物の減量化又は再生利用の促進に資するものであること 

 

２ 事業者又は中間処理業者は，次の各号のいずれにも該当する場合に限り，産業廃棄物を県外から市

内に搬入し，１年に100トン以上の最終処分をすることができる。 

⑴ 当該産業廃棄物につき県外で最終処分をすることができない理由があること 

⑵ 当該産業廃棄物について，事業者又は中間処理業者があらかじめ十分に減量化又は再生利用を行

い，かつ，焼却が可能なものにあっては，焼却処理がなされていること 

３ 前２項の規定による処分をしようとする事業者又は中間処理業者は，次の各号に掲げる場合を除き，

これらの処分に係る期間の初日の１週間前まで（処分に係る期間が１年を超える場合には，当該期間

をその開始の日から１年ごとに区分した各期間の初日の１週間前まで）に市内搬入処分届出書（様式

第２号）を，市長に提出しなければならない。 

⑴ 省令第９条各号に掲げる者が収集又は運搬し，かつ，省令第10条の３各号に掲げる者が処分する

場合 

⑵ 特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号）の規定により特定家庭用機器廃棄物の再商品

化等を行う場合 

⑶ 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号）の規定により使用済自動車（解

体自動車を含む。）の再資源化等（自動車破砕残さの処理を含む。）を行う場合 

⑷ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年法律第65号）第２

条第１項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を行う場合 

⑸ 優良認定処分業者に処分を委託する場合（紙マニフェストを使用する場合を除く。 ） 

⑹ その他市長が提出の必要がないと認める場合 

４ 前項の届出書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 産業廃棄物が発生する過程を明らかにする書類 

⑵ 処理計画の写し 

 ⑶ 第７条第１項の事業者にあっては，使用している有害物質の種類及び月平均使用量を明らかにす

る書類並びに分析試験の計量証明書の写し 

 ⑷ 前各号に定めるもののほか，市長が必要と認める書類 

５ 第３項の規定による提出を行った者は，その提出した市内搬入処分届出書記載の事項に変更がある

ときは，同項各号に掲げる場合を除き，前項各号に掲げる書類（その内容に変更がないものを除く。）

を添付して，速やかに，市内搬入処分届出書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

 

（処理業者の確認） 

第11条 処理業者は，事業者から産業廃棄物の処理を受託しようとするときは，当該事業者に対し，あ



らかじめ当該産業廃棄物の種類，性状等を記載した書面のほか，第７条第１項の事業者から産業廃棄

物の処理を受託しようとする場合にあっては分析試験の計量証明書の写しの提出を求め，受託しよう

とする産業廃棄物の処理が自己の許可を受けている業務の範囲に含まれるものであることを確認し

なければならない。 

２ 処理業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，産業廃棄物の処理を受託してはならない。 

 ⑴ 収集運搬業者にあっては，運搬能力を超えるとき 

 ⑵ 収集運搬業者（産業廃棄物の積替え又は保管を行う者に限る。）又は中間処理業者にあっては，

保管施設の能力を超えるとき 

 ⑶ 最終処分業者にあっては，最終処分場の埋立能力を超えるとき 

３ 処理業者は，産業廃棄物の処理を委託した事業者が，紙マニフェストを交付しないとき又は当該事

業者との間で電子マニフェストによる確認を行うことにつき事前の合意がないときは，当該事業者の

産業廃棄物を処理してはならない。 

４ 処分業者は，受託した産業廃棄物の処分を遅滞なく適正に行うとともに，処分が完了したときは，

その旨を紙マニフェスト又は電子マニフェストにより速やかに委託者に報告しなければならない。 

５ 収集運搬業者は，複数の事業者から受託した産業廃棄物を同一の車両等を用いて運搬するときは，

事業者ごとの産業廃棄物を特定できるようにして運搬しなければならない。 

６ 収集運搬業者にあっては，事業者又は処分業者から収集運搬業の許可証の写しの提示を求められた

場合に直ちに提示できるように，産業廃棄物を運搬する車両等に当該許可証の写しを備え付けておか

なければならない。 

 

第３章 産業廃棄物処理施設等の設置等及び維持管理 

（事前協議） 

第12条 次に掲げる者（以下「設置等予定者」という。）は，設置等を行う前に，産業廃棄物処理施設

設置等事前協議書（様式第３号。以下「事前協議書」という。）を提出し，市長と協議しなければな

らない。ただし，市長が特に必要がないと認める場合は，この限りでない。 

⑴ 産業廃棄物処理施設の設置等（事業者が自らその産業廃棄物を処理するために使用する施設又は

認定事業者が当該認定に係る産業廃棄物を処理するために使用する施設で，省令第12条の８に掲げ

る変更であるものを除く。）を行おうとする者 

⑵ 処理業用施設（処理業者がその事業の用に供するものに限る。）の設置等を行おうとする者 

２  事前協議書には，次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし，構造，規模又は事業計画の

変更に係る事前協議において，市長が必要がないと認める図書については，この限りでない。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 申請者が法人である場合には，定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

 ⑶ 申請者が個人である場合には，その住民票の写し 

 ⑷ 申請者が法第14条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類（様式第

４号） 

 ⑸ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 

 ⑹ 設置等を行う施設の処理能力計算書 



 ⑺ 設置等を行う場所及び搬入道路（国道，県道及び市道並びに道路（道路法（昭和27年法律第180

号）が適用される道路を除く。）の用に供されている市町村が所有する土地を除く。）を使用する権

原を有することを証する書類並びに当該場所の土地所有者及び当該搬入道路の管理者の同意書の

写し 

 ⑻ 設置等を行う場所付近の見取図 

 ⑼ 設置等を行う場所の現況概要図 

 ⑽ 設置等を行う施設の構造を明らかにする設計計算書 

 ⑾ 設置等を行う場所及びその周辺の公図の写し 

 ⑿ 設置等を行う場所の登記事項証明書 

 ⒀ 産業廃棄物の処理に伴い排水を放流する場合にあっては，下流側の利水状況，水系図及び排水処

理計画図 

 ⒁ 最終処分場にあっては，周囲の地形，地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 

 ⒂ 最終処分場以外の施設にあっては，処理工程図 

 ⒃ 次に掲げる者の同意を得たことが明らかとなる書類（以下「同意書」という。）の写し（工業地

域及び工業専用地域に設置する場合（隣接地が住居である場合を除く。），事業場から排出される産

業廃棄物をその事業場の敷地内で処分するために当該事業場の事業者が自ら設置等をしようとす

る場合，認定事業者が当該認定に係る産業廃棄物を処理するために使用する施設を設置等しようと

する場合，移動式の処理施設を設置する場合，積替え保管施設において積替え保管の用に供する部

分の面積が10㎡以下である場合又は既存の中間処理施設において施設の改善を目的とする処理能

力の増加を伴わない変更を行う場合を除く。） 

  イ 積替え保管施設及び中間処理施設にあっては，敷地に隣接するすべての土地所有者及び居住者

（同一世帯を構成する場合は，その世帯主。以下同じ。） 

  ロ 最終処分場にあっては，敷地に隣接するすべての土地所有者及び居住者並びに敷地境界から

500メートル以内の居住者の４分の３以上の者 

  ハ 主要道路から設置等を行う場所の敷地に至る搬入道路に接する土地の居住者の４分の３以上

の者 

  ニ 産業廃棄物の処理に伴い排水を放流する場合にあっては，次に掲げる者 

   (イ) 原則として，放流地点からおおむね500メートル以内の下流の利水権者及び水路等の管理者

（国及び地方公共団体の長を除く。） 

   (ロ) 放流地点が水道事業に係る取水地点の上流に位置するときは，当該水道事業の管理者 

 ⒄ 設置等を行うことにより周辺地域の生活環境に及ぼす影響について，次に掲げる事項を記載した

調査書（以下「生活環境影響調査書」という。） 

  イ 大気汚染，水質汚濁，騒音，振動又は悪臭に係る事項のうち，周辺地域の生活環境に影響を及

ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの（以下「生活環境影響調査項目」という。） 

  ロ 生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法 

  ハ 周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象，気象その他自然条件

及び人口，土地利用その他社会的条件の現況並びにそれらの把握の方法 

  ニ 生活環境影響調査項目において予測される変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれら



の予測の方法 

  ホ 周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果 

  ヘ 大気汚染，水質汚濁，騒音，振動又は悪臭に係る事項のうちイにおいて生活環境影響調査項目

に含めなかったもの及び当該事項を含めなかった理由 

  ト その他設置等を行うことにより周辺地域の生活環境に及ぼす影響に係る調査に関し参考とな

る事項 

 ⒅ 前号の規定による調査の結果，周辺地域の生活環境の保全及び利用者の特性に照らして特に適正

な配慮が必要であると認められる施設について生活環境の保全のために講じた措置がある場合は，

その内容を明らかにする書類 

 ⒆ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

３ 設置等予定者は，当該設置等が杜の都の風土を守る土地利用調整条例（平成16年仙台市条例第２号）

第２条第３項に規定する開発事業に該当するときは，第１項の規定による事前協議の前に，同条例第

３章に規定する土地利用調整に関する手続等を経るものとする。 

 

 （立地基準及び構造基準） 

第13条 設置等を行おうとする者は，市長が別に定める産業廃棄物処理施設等の立地等に関する基準

（以下「立地基準」という。）及び産業廃棄物処理施設等の構造に関する基準（以下「構造基準」と

いう。）を遵守しなければならない。 

 

 （連絡会議） 

第14条 市長は，設置等に関して関係法令等の連絡調整を行い，及び設置等予定者に対し必要な指示を

行うため，仙台市廃棄物処理施設設置等連絡会議（以下｢連絡会議」という。）を設置する。 

２ 連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

 （事前協議書の審査） 

第15条 市長は，事前協議書の提出を受けたときは，設置等を行う施設の立地及び構造に関する審査の

ため，必要に応じ当該設置等に係る土地の現地調査を実施するとともに，次に掲げる事項について連

絡会議に調査審議させるものとする。 

 ⑴ 関係法令等の規定に基づき講ずべき措置 

 ⑵ 地域住民等に対する説明会の必要性及び当該地域住民等の範囲 

 ⑶ 前二号に掲げるもののほか，当該施設の設置等に際し生活環境の保全上必要な事項 

２ 市長は，設置等予定者が政令第７条の２に掲げる産業廃棄物処理施設及びそれ以外の焼却施設の設

置等を行おうとする者であるときは，前項の現地調査の結果及び連絡会議の審議の結果を勘案して，

次に掲げる事項について当該設置等予定者に指示通知書（様式第５号）を交付するものとする。ただ

し，市長が特に必要がないと認めるときは，この限りでない。 

⑴ 事業計画において修正すべき事項 

⑵ 関係法令等の規定に基づき講ずべき措置 

⑶ 地域住民等への説明会の実施及び当該説明会を実施する対象となる地域住民等の範囲 



⑷ 前三号に掲げるもののほか，当該施設の設置等に際し生活環境の保全上必要な事項 

３ 市長は，前項に規定する場合のほか，第１項の現地調査の結果及び連絡会議の審議の結果を勘案し

て，当該事前協議書の審査を行い，必要があると認めるときは，前項各号に掲げる事項のうち市長が

必要があると認めるものについて設置等予定者に前項の指示通知書を交付するものとする。 

４ 設置等予定者は，前２項の規定により第２項の指示通知書の交付を受けたときは，速やかに，次に

掲げる図書を市長に提出しなければならない。この場合において，地域住民等への説明会の実施を指

示されたときには，次条から第18条までに規定する手続を終了した後に提出するものとする。 

 ⑴ 事業計画の修正の指示があった場合は，当該指示に基づき修正した事項の内容を記載した書類及

び図面 

 ⑵ 関係法令等の規定に基づき必要な措置を講ずるよう指示があった場合は，当該指示に基づき講じ

た措置の内容を記載した書類 

 ⑶ 当該事前協議に係る施設の構造等に関する修正の指示があった場合は，当該指示に基づき修正し

た事項に係る書類及び図面 

 ⑷ 前三号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

 

 （説明会の実施） 

第16条 前条第２項の指示通知書により地域住民等への説明会の実施を指示された設置等予定者は，説

明会実施計画書（様式第６号）を市長に提出するとともに，当該説明会実施計画書に基づき事業計画

の概要を地域住民等に説明しなければならない。 

２ 前項の説明会実施計画書には，説明会に使用する資料を添付しなければならない。 

３ 設置等予定者は，地域住民等への説明会を終了したときは，終了した日から10日以内に説明会実施

報告書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 

（地域住民等の意見） 

第17条 地域住民等は，設置等予定者から前条第１項の規定による説明を受けたときは，設置等に関し

生活環境の保全上必要な措置について市長に意見を述べることができる。 

２ 前項の意見は，説明会の終了後１月以内に書面により提出するものとする。 

 

 （環境保全協定等） 

第18条 市長は，前条第２項の書面が提出されたときは，その内容を設置等予定者に提示するとともに，

必要に応じ，仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会（仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会設置

要綱（平成11年３月30日市長決裁）第１条の仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会をいう。）の意

見を聴いた上，必要があると認めるときは，設置等予定者に対し，地域住民等と生活環境の保全に関

する協定（次項及び次条⑶において「環境保全協定」という。）を締結するよう求めることができる。 

２ 前項の規定により環境保全協定の締結を求められた設置等予定者は，速やかにこれに応じ，当該環

境保全協定を締結するよう努めなければならない。 

 

 （事前協議の完了） 



第19条 市長は，第15条の規定により審査を行った結果，事前協議書（同条の規定により当該事前協議

書の内容を修正した場合は，修正後の事前協議書。以下同じ。）の内容が次に掲げる要件に該当する

と認めるときは，事前協議完了通知書（様式第８号）を設置等予定者に交付するものとする。 

 ⑴ 第13条に規定する立地基準及び構造基準に適合していること 

 ⑵ 関係法令等の規定に基づく必要な措置が講じられていること 

 ⑶ 環境保全協定を締結した場合にあっては，その内容に適合していること 

 

 （工事開始届出等） 

第20条 前条の事前協議完了通知書の交付を受けた者及び第12条第１項ただし書の規定により事前協

議書を提出しない者のうち市長が必要と認める者（以下「事前協議完了者等」という。）は，設置等

に係る工事を開始しようとするときは，工事開始届出書（様式第９号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の工事開始届出書には，当該工事に係る工事工程表その他市長が必要と認める書類を添付する

ものとする。 

３ 市長は，関係法令等に基づき，工事の状況に係る検査等必要な指導を行うものとする。 

４ 事前協議完了者等は，第１項の工事（省令第12条の４第１項の規定による産業廃棄物処理施設の使

用前の検査の申請を行う場合を除く。）が完了したときは，工事完了届出書（様式第10号）を市長に

提出しなければならない。 

５ 市長は，前項の工事完了届出書の提出を受けたときは，速やかに工事完了の検査を行うものとする。 

６ 市長は，前項の検査の結果，当該施設が事前協議書（第12条第１項ただし書の規定により事前協議

書を提出しない場合にあっては，これに準ずる図書）に記載した設置等に関する計画に適合すると認

めるときは，工事完了検査済通知書（様式第11号）により当該施設に係る第１項の工事を行った者に

通知するものとする。 

 

 （使用開始報告） 

第21条 事前協議完了者等は，当該施設の使用を開始したときは，当該使用を開始した日から30日以内

に使用開始報告書（様式第12号）を市長に提出しなければならない。 

 

 （許可申請等） 

第22条 設置等に伴い，法第14条第１項若しくは第６項，第14条の２第１項，第14条の４第１項若しく

は第６項若しくは第14条の５第１項の許可の申請又は省令第10条の10第１項第３号から第６号まで

若しくは第10条の23第１項第３号から第６号までに掲げる事項に係る変更を行おうとする事前協議

完了者等は，規則第37条又は第20条第６項の規定による通知を受けた後に当該申請又は変更を行うも

のとする。 

 

 （維持管理基準） 

第23条 産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の維持管理を行うに当たっては，当該施設の設置等を行

った者又は管理者は，市長が別に定める産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する基準（以下「維持



管理基準」という。）を遵守しなければならない。 

２ 最終処分場の設置者は，毎年６月30日までに，その年の３月31日以前の１年間の当該施設の維持管

理の状況について産業廃棄物処理施設維持管理報告書（様式第13号）を，市長に提出しなければなら

ない。 

 

 （改善等の勧告） 

第24条 市長は，産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の維持管理が維持管理基準に適合していないと

認めるときは，当該施設の設置等を行った者又は管理者に対し，当該施設の構造等に関し必要な改善

を指示し，又は当該施設の使用の停止を勧告することができる。 

 

（処理業用施設に係る廃止等の届出） 

第25条  処理業用施設の設置等を行った処理業者は，当該処理業用施設の全部若しくは一部を廃止若し

くは休止し，又は休止した当該処理業用施設を再開したときは，その廃止若しくは休止又は再開した

日から30日以内に，処理業用施設廃止・休止・再開届出書（様式第14号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 次に掲げる者は，この要綱における処理業用施設の設置等を行った者の地位を承継するものとする。 

 ⑴ 処理業用施設（設置等に係る事前協議を完了し，第20条第５項の検査に適合したものに限る。次

号において同じ。）の設置等を行った者から，当該処理業用施設を譲り受け，又は借り受けた者 

 ⑵ 処理業用施設の設置等を行った者について相続があった場合における相続人又は合併があった

場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人 

３ 前項の規定により設置等を行った者の地位を承継した者は，その承継のあった日から30日以内に，

当該地位を承継したことを証する書類を添えて，処理業用施設承継届出書（様式第15号）を市長に提

出しなければならない。 

 

（事故時等の措置） 

第26条  設置等を行った者又は管理者は，次に掲げる事態が発生したときは，直ちに応急措置を講ずる

とともに，速やかにその状況を市長に届け出なければならない。 

 ⑴ 施設の故障，破損その他の事由による事故 

 ⑵ 施設からの放流水，排ガス等の異常 

２ 市長は，前項の規定による届出に基づき，当該設置等を行った者又は管理者に対し，事故の拡大若

しくは再発の防止又は水質等の改善のために必要な措置を講ずるよう指示することができる。 

３  市長は，前項の措置が完了するまでの間，当該施設に係る業務の停止を勧告することができる。 

 

   第４章  雑  則 

（手続の中断及び打ち切り） 

第27条  市長は，次の各号のいずれかに該当する者については，この要綱に基づく手続を中断し，又は

打ち切るものとする。 

 ⑴ この要綱に基づく指示，勧告その他の指導に従わない者 



⑵ 虚偽の記載をした書類を提出した者又は虚偽の届出をした者 

⑶ 第15条第２項の指示通知書の交付を受けた日から１年以内に同条第３項の規定による提出を行

わない者 

⑷ 事前協議を完了した日から２年以内に当該事前協議に係る工事に着手しない者。ただし，法第15

条第１項又は第15条の２の５第１項の規定による許可の申請を行おうとする者を除く。 

 

 （適用除外） 

第28条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，この要綱の全部又は一部を適用しないことが

できる。 

 ⑴ 産業廃棄物の処理事業を国又は地方公共団体が行う場合 

 ⑵ 仙台市一般廃棄物の資源化等に供する処理施設の設置等に関する指導要綱（平成16年７月９日市

長決裁）に基づき施設の設置等が行われる場合 

⑶ 仙台市使用済自動車等の解体業の用に供する施設の設置等に関する指導要綱（平成16年４月15日

市長決裁）に基づき施設の設置等が行われる場合 

 

（実施細目） 

第29条  この要綱の実施細目は，環境局長が別に定める。 

 

附  則 

（実施期日） 

１  この要綱は，平成３年１月１日から実施する。ただし，第７条から第11条までの規定は，平成３年

４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２  この要綱の実施の際，現に第10条第１項各号に掲げる処分を行っている事業者については，同条の

規定は，平成３年６月30日までの間は，適用しない。 

附  則  （平成４年３月30日改正） 

この改正は，平成４年４月１日から実施する。 

附  則  （平成４年７月４日改正） 

この改正は，平成４年７月４日から実施する。 

附  則  （平成５年３月31日改正） 

この改正は，平成５年４月１日から実施する。 

附  則  （平成７年３月22日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，平成７年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱（以

下「旧要綱」という。）第10条の承認を受けている者の当該承認の有効期限は，平成８年３月31日と

する。 



３ この要綱施行の際現に旧要綱第12条第１項の規定による協議を行っている者の当該協議に係る産

業廃棄物処理施設又は処理業用施設の設置等に関しては，なお従前の例による。 

附  則  （平成11年３月30日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，平成11年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２  この要綱施行の際現に旧要綱第12条第１項の規定による協議を行っている者の当該協議に係る産

業廃棄物処理施設又は処理業用施設の設置等に関しては，なお従前の例による。 

附  則  （平成12年11月６日改正） 

（実施期日） 

 この改正は，平成12年11月６日から実施する。 

 

附  則  （平成13年４月24日改正） 

（実施期日） 

 この改正は，平成13年４月24日から実施する。 

   附  則  （平成17年７月19日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，平成17年７月19日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に改正前の第12条第１項の規定による協議を行っている者の当該協議に係

る設置等に関しては，なお従前の例による。 

附  則  （平成18年3月31日改正） 

（実施期日） 

 この改正は，平成18年４月1日から実施する。 

附  則  （平成24年3月30日改正） 

（実施期日） 

 この改正は，平成24年４月1日から実施する。 

附  則  （平成29年３月７日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，平成 29年４月 1日から実施する。 

（経過措置） 

２ 平成 29 年４月１日に現に提出されている県外搬出・市内搬入処理承認申請書については，この要

綱による改正前の第 10条第 2項及び第 4項の規定は，なおその効力を有する。 

附  則  （平成30年3月26日改正） 

（実施期日） 

 この改正は，平成30年４月1日から実施する。 

附  則  （平成31年３月29日改正） 

（実施期日） 



 この改正は，平成31年３月29日から実施する。 

附  則  （令和元年６月26日改正） 

（実施期日） 

 この改正は，令和元年７月１日から実施する。 

附  則（令和２年２月14日改正） 

（実施期日） 

この改正は，令和２年２月 14日から実施する。 

附  則（令和３年10月12日改正） 

（実施期日） 

この改正は，令和３年 10月 12日から実施する。 

附  則（令和６年２月８日改正） 

（実施期日）  

この改正は，令和６年４月１日から実施する。 

  附 則（令和８年３月 27日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和８年４月１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第７条第１項の規定は，この要綱の実施の日以後に同項に規定する有害物質を使用し，又

は排出している事業場（工場を含む。以下この項において同じ。）を有する事業者について適用し，

同日前に改正前の同項に規定する有害物質を使用し，又は排出していた事業場を有していた事業者に

ついては，なお従前の例による。 

３ 改正後の第９条第１項の規定は，この要綱の実施の日以後に処理又はその委託をする産業廃棄物に

ついて適用し，同日前に処理又はその委託をした産業廃棄物については，なお従前の例による。 


